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※基準額以下でも、世帯の中に前年中の所得の申告が済んでいない方がいると国保税の軽減が受けられませ
　んので、ご注意ください。
※「特定同一世帯所属者」とは後期高齢者医療制度への加入により国民健康保険を脱退した方で、それ以後世
　帯主が変わらない世帯に継続して属している方（世帯主の場合は引き続き世帯主である方）のことです。
※「給与所得者」とは、給与収入が５５万円を超える方と公的年金収入が６０万円を超える６５歳未満の方、または
１２５万円を超える６５歳以上の方のことです。

※６５歳以上の方の公的年金所得については、公的年金の収入額から公的年金控除額を差し引いた後、さらに
１５万円（高齢者特別控除）を差し引いて軽減判定します。

《低所得世帯の軽減措置》
同一世帯に属する世帯主と、特定同一世帯所属者や国民健康保険加入者の前年中の所得の合計額が次の基準
値を超えない場合は、均等割額（１人あたりの額）が軽減されます。軽減措置を判定する所得には、国民健康
保険に加入していない世帯主の所得も含まれます。

軽減の割合

７割７割

５割５割

２割２割

「４３万円＋３１万×（被保険者数＋特定同一世帯所属者数）
＋１０万円×（給与所得者等の人数－１）」以下

軽減措置の基準額

＋１０万円×（給与所得者等の人数－１）」以下
「４３万円＋５７万×（被保険者数＋特定同一世帯所属者数）

「４３万円」以下

国民健康保険の納税通知書と資格確認書等

７月中旬頃に国民健康保険税の納税通知書を送付します。届いたら内容をご確認ください。
また、納付書が同封されている方は各期の納期限までに納めていただくようお願いします。

７．０％
３６，０００円

６７０，０００円

３．０％
１３，３００円

２６０，０００円

２．６％
１４，６００円 １，６００円

１００円
３０，０００円１７０，０００円

医療分 介護分後期高齢者
支援分

所得割率（被保険者の所得に対して）
均等割額（被保険者１人あたり）

課税限度額
１８歳以上被保険者均等割額

子ども・子育て
支援金分

― ― ―

０．２４％

◎令和８年度の税率

納付は口座振替をおすすめしています

口座振替なら、納期ごとに自動で引き落とされるため、納付忘れがなく安心です。
通帳等口座情報が確認できるものと届出印をご持参のうえ、役場収納課窓口または村内金
融機関でお申込みください。村ホームページから「口座振替依頼書」をダウンロードし、
収納課へ郵送でも申込むことができます。 美浦村ＨＰ
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■開室時間　午前９時～午後５時（第２・第４水曜日のみ午後７時まで延長・閲覧室は午後５時まで）■開室時間　午前９時～午後５時（第２・第４水曜日のみ午後７時まで延長・閲覧室は午後５時まで）

子育て支援センターと共通のよみきかせ
スタンプカードがあります。
３回参加するとプレゼントがもらえます。
昨年度のスタンプカードも引き続きご利
用いただけます。

青少年読書感想文全国コンクール課題図書一覧青少年読書感想文全国コンクール課題図書一覧

・村内在住の方のみ貸出できます。
・貸出期間は１週間です。

図書室カレンダー

延長

延長

休

休

休

休

休 休休 休

休 休

休

休

７月

延長

延長

休

休

休

休

休

休

８月

▶限度額認定証の申請
医療機関窓口での一部負担金の支払いには、上限があります（自己負担限度額）。
上限を超えて支払った分は後日高額療養費として給付を受けることができますが、事前に「限度額適用認定
証（限度額適用・標準負担額認定証）」の交付を申請し医療機関に提示すると、支払いを自己負担限度額まで
とすることができます。
マイナンバーカードを保険証として利用する場合は、事前申請・限度額適用認定証不要で自己負担限度額ま
での支払いとすることができます。ぜひご活用ください。
※自己負担限度額については、資格確認書または資格情報のお知らせに同封するパンフレット「知ってあん
　しん国保のてびき」をご参照ください。
※資格確認書が交付されている７０歳以上で所得区分が一般の方は、限度額適用認定証不要で自己負担限度額
　までの支払いとすることができます。（事前申請不要）
※７０歳未満の方で国民健康保険税に滞納がある場合は交付できません。

▶以下の事由が生じたときは届出が必要です
・転入、出生、職場の健康保険からの脱退等による「資格取得」
・転出、死亡、職場の健康保険への加入等による「資格喪失」
・住所、氏名等の変更による「記載内容変更」
※マイナンバーカードを保険証として利用する場合でも、資格取得・喪失の届出が必要です。
※届出に必要な書類等については、村ホームページをご覧いただくか役場国保年金課までお問合せください。

▶マイナ保険証、資格確認書、資格情報のお知らせの取扱い
・必ず手元に保管しましょう。
・他人に貸したり、借りたりすることはできません。
・医療機関等で診察を受けるときには、窓口で提示してください。
・コピーしたもの、有効期限の切れたものは使えません。

▶国民健康保険資格確認書等の更新について
資格確認書の有効期限は原則として７月３１日までとなっていますので、８月１日付で更新となります。
有効期限が令和８年７月３１日までの資格確認書をお持ちの方で、マイナ保険証の利用登録がお済みの方には
資格情報のお知らせを、お済みでない方には資格確認書を７月末日までに国保担当課から郵送でお届けしま
す。新しい資格確認書等が届きましたら、記載内容を確認してください。古いものは有効期限が過ぎました
ら、世帯主の方が責任をもって裁断するなどをして処分してください。
令和７年度の更新時に、資格情報のお知らせが送られてきた方または、８月以降に国保に加入し、資格情報
のお知らせの交付を受けた方には、新しい資格情報のお知らせは送付しませんのでご注意ください。

従来、被保険者には被保険者証が交付されていましたが、令和６年１２月２日からは、マイナンバーカードを
保険証として利用する「マイナ保険証」を基本とする仕組みに移行しています。

国民健康保険資格確認書・資格情報のお知らせ

Ⓑマイナンバーカード
をお持ちでない方

Ⓐマイナンバーカード
をお持ちの方

マイナンバーカードを健康保険証として利用する
には利用登録が必要です。
詳細は厚生労働省ホームページをご確認ください。

①利用登録が済んでいる方
「資格情報のお知らせ」が交付されます。（初回のみ）

②未登録の方
利用登録されるまでは「資格確認書」が交付されます。（毎年８月更新）

「資格確認書」が交付されます。（毎年８月更新）

▲「マイナンバーカー
ドの健康保険証利用
（マイナ保険証）につ
いて」（厚生労働省）

国民健康保険の納税通知書と資格確認書等
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